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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第103期中 第104期中 第105期中 第103期 第104期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等             

売上高 （百万円） 14,705 16,020 16,197 29,533 32,363 

経常利益 （百万円） 2,641 3,362 3,039 5,412 6,846 

中間（当期）純利益 （百万円） 1,606 2,028 1,874 3,309 4,106 

純資産額 （百万円） 53,073 59,578 64,640 55,412 65,204 

総資産額 （百万円） 60,503 69,585 76,182 64,319 78,203 

１株当たり純資産額 （円） 1,100.70 1,229.98 1,322.64 1,145.32 1,335.89 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 33.39 41.92 38.37 68.69 84.60 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

（円） 33.22 41.81 38.16 68.40 84.10 

自己資本比率 （％） 87.7 85.6 84.9 86.2 83.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 1,283 2,205 1,251 3,173 4,912 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △582 △1,437 △8,106 △1,047 △1,538 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △322 △677 △891 △685 △977 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
（百万円） 13,032 14,256 9,325 14,242 16,405 

従業員数 （人） 1,748 1,755 1,905 1,768 1,710 

 



 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 提出会社の業務は連結子会社へ委託しており、従業員は委託を受けた連結子会社に在籍しております。 

回次 第103期中 第104期中 第105期中 第103期 第104期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 （百万円） 9,379 10,327 10,421 19,150 20,935 

経常利益 （百万円） 2,044 2,695 2,419 4,178 5,160 

中間（当期）純利益 （百万円） 1,231 1,618 1,489 2,501 3,070 

資本金 （百万円） 8,443 8,443 8,443 8,443 8,443 

発行済株式総数 （千株） 50,568 50,568 50,568 50,568 50,568 

純資産額 （百万円） 44,869 49,976 53,461 46,871 54,621 

総資産額 （百万円） 50,778 58,482 63,078 53,979 65,648 

１株当たり純資産額 （円） 930.18 1,031.32 1,093.46 968.40 1,118.63 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 25.59 33.42 30.49 51.89 63.24 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

（円） 25.46 33.34 30.32 51.67 62.87 

１株当たり配当額 （円） 10.00 15.00 20.00 25.00 35.00 

自己資本比率 （％） 88.4 85.5 84.8 86.8 83.2 

従業員数 （人） 0 9 7 8 7 



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社21社及び関連会社１社で構成されております。 

 その事業は、鋼球、精機部品、送風機及び機械の製造販売を主な内容とし、その他賃貸事業を展開しております。

当社グループが営んでいる主な事業内容と各関係会社等の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの

関連は次のとおりであります。 

(1）鋼球事業 （国内） 当社は、椿鋼球㈱及び㈱西川精工に自転車用・特殊機械用鋼球の製造を委託

するため、原材料等の支給を行っております。椿鋼球㈱で加工された製品は

すべて当社に納入され、当社が販売しております。 

  （海外） 当社製品の一部は、海外子会社へ輸出され、現地販売を行っております。ま

た、海外子会社の製品の一部については、当社が輸入販売を行っておりま

す。 

(2）精機事業 （国内） 直動案内機器を製造販売しております。 

  （海外） HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.は、当社製品の一部を輸入販売しておりま

す。 

(3）送風機及び機械事業 （国内） 送風機・一般産業機械を製造販売しております。 

(4）賃貸事業他 （国内） 不動産の賃貸・投資管理他を行っております。 



３【関係会社の状況】 

 椿中島機械（重慶）有限公司は、重要性が増したため連結の範囲に含めております。 

  なお、重慶鋼球有限責任公司は当期において椿中島機械（重慶）有限公司に社名変更しております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

 ３ 臨時従業員数については、従業員の10％に満たないため記載を省略しております。 

 ４ 当中間連結会計期間より、椿中島機械（重慶）有限公司 268人を含めております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 提出会社の業務を委託している連結子会社の従業員数（人）は次のとおりであります。 

㈱管理事業 144 、㈱鋼球事業 216、㈱ボールネジ 156、㈱ボールウェイ 22、㈱送風機事業20 ５社合計 558 

(3）労働組合の状況 

 提出会社及び国内連結子会社には、労働組合はありません。なお、一部海外連結子会社には労働組合があり、平

成18年９月末の組合員は485名です。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

鋼球事業 1,645 

精機事業 187 

送風機及び機械事業 56 

賃貸事業他 1 

全社（共通） 16 

合計 1,905 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 7 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、旺盛な設備投資や個人消費の増加に支えられ景気は堅調に推移しま

した。海外におきましては、米国の景気は拡大しているものの設備投資や個人消費の伸びは緩やかになりました。

また、欧州は緩やかに成長を続け、中国も景気の拡大が続きました。 

 このような状況のもと当社グループは、高付加価値製品の開発、拡販をすすめ、更なる収益力の向上に努めると

ともに、海外拠点と連携をとり生産性の向上、品質の改善を進め信頼の高い製品を提供して参りました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は161億９千７百万円（対前年同期比1.1％増）となりました。しかしな

がら、製品構成の変化や原価に対する原材料価格の値上りの影響が時間差で出てきた事により、営業利益は27億９

千６百万円(同11.2％減)、経常利益は30億３千９百万円(同9.6％減)、中間純利益は18億７千４百万円(同7.6％減)

となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

○鋼球事業 

 日本では自動車産業の好調によりベアリング用鋼球等の関連需要は好調であり、その他は製品構成の変化はみら

れるもののセラミック球、ガラスボールレンズも順調に増加しました。一方、海外では米国の自動車産業の低迷は

あるものの、医療用等の特殊品は好調を持続しました。また中国も、家電向け自動車関連向けが順調に推移しまし

た。 

 これらの結果、鋼球事業の売上高は118億５千８百万円（同0.7％減）となり、製品構成の変化や原価に対する原

材料価格の値上りの影響が時間差で出てきた事により営業利益は18億７千８百万円(同15.6％減）となりました。 

○精機事業 

 工作機械及び射出成形機等、設備投資関連のボールねじの需要は好調を持続しております。この結果、売上高は

34億８千９百万円（同7.5％増）となっておりますが、需要に対応すべく設備増強を行っている過程であった為、

営業利益は８億５千６百万円（同5.3％減）となりました。 

 ○送風機及び機械事業 

 送風機業界は鉄鋼メーカー向けの需要が増加したことにより、売上高は４億９千９百万円（同3.3％増）、営業

利益は１億１千９百万円（同13.5％増）となりました。 

 ○賃貸事業他 

 賃貸事業その他については特に変動はなく売上高は３億４千９百万円（同0.4％増）、営業利益は２億３千８百

万円（同38.9％増）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

○本国 

 鋼球事業部門は自動車産業の好調によりベアリング用鋼球等の関連需要は好調であり、その他は製品構成の変化

はみられるもののセラミック球、ガラスボールレンズも順調に増加致しました。 

精機事業部門は工作機械及び射出成形機等、設備投資関連のボールねじの需要は好調を持続しているものの、需要

に対応すべく設備増強を行っている過程でありました。 

 この結果、売上高は97億４千万円(同1.7％減)となり、営業利益は27億８千９百万円(同9.9％減)となりました。

○北中米 

 北中米においては、医療用等の特殊品は好調を持続したものの、米国自動車産業の低迷や汎用品製造業の弱体化

がありました。この結果、売上高は38億９千８百万円(同5.9％減)となり、営業利益は２億３千万円(同17.9％減)

となりました。 

○欧州 

 欧州においては、日系自動車メーカーの需要増加や客先の増加に伴い、生産の増強と品質の改善を行いました。

またプラスチック球の販売、ニードルローラーの増産等拡販に努力しました結果、売上高は18億４千４百万円(同

3.7％増）となりましたが、原材料時価評価の影響等により営業利益は３千万円（同7.8％減）となりました。 

○その他 

 その他においては、中国の家電向け自動車向けが順調に推移しており、今後の急激な需要の増加に対応すべく椿

中島機械（重慶）有限公司を買収しました。この結果、売上高は７億１千２百万円（同275.4％増）営業利益は６

千６百万円（同546.0％増）となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、93億２千５百万

円と前連結会計年度末と比べ70億７千９百万円の減少となりました。当中間連結会計期間の各活動におけるキ

ャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ ９億５千４百万円減少し 12億５千１百万円となりまし

た。これは主に、税金等調整前中間純利益が 29億６百万円と前年同期に比べ ４億４千５百万円の減少となっ

たことや法人税等の支払が15億５千２百万円と前年同期に比べ２億４百万円の増加となったこと等によるもの

です。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ 66億６千８百万円増加し 81億６百万円となりました。こ

れは主に、３ヶ月超定期預金設定による支出が60億あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ２億１千３百万円増加し８億９千１百万円となりました。

これは主に、配当金の支払額が２億５千１百万円増加したこと等によるものです。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）製品生産実績 

 当中間連結会計期間における製品生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額は平均販売価格で表示しております。 

３ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）製品仕入実績 

 当中間連結会計期間における製品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額は平均仕入価格で表示しております。 

３ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

鋼球事業 11,198 91.0 

精機事業 3,433 107.6 

送風機及び機械事業 539 110.0 

合計 15,171 94.9 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

鋼球事業 580 105.6 

精機事業 39 191.3 

合計 619 108.7 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 受注残高 

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％） 

鋼球事業 11,929 103.4 1,236 87.8 

精機事業 3,507 108.8 2,536 99.1 

送風機及び機械事業 637 127.4 1,700 108.5 

合計 16,073 105.4 5,473 98.9 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

鋼球事業 11,858 99.3 

精機事業 3,489 107.5 

送風機及び機械事業 499 103.3 

賃貸事業他 349 100.4 

合計 16,197 101.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

５【研究開発活動】 

 当社グル－プは、精密球体、直動軸受システム、送風機の専門メ－カ－として、ユ－ザ－の多様化するニ－ズに適

応した製品を供給するため、各事業部において研究開発に取り組んでおり、それぞれの事業の中心となる製品につい

ての研究開発を進めております。 

  現在の研究開発は当社の技術部において、鋼球事業及び精機事業を中心に推進されております。研究開発にたずさ

わるスタッフは20名で当中間連結会計期間の研究開発費は38百万円となっております。 

  各事業部門の研究の目的、主要な課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりです。 

  なお、当中間連結会計期間は送風機及び機械事業並びに賃貸事業においては、研究開発活動を行っておりません。

 (1) 鋼球事業 

  当事業においては、ボ－ルの精度の向上が極限迄要求されております。ボ－ル品質の中でユ－ザ－がどの特性を

重視しているかを調査し、これらの需要にいち早く応えるため超高精度のボ－ルを安定して生産する加工技術の確

立に向けての研究開発、並びに光学・通信用ガラスボ－ルレンズの加工技術開発を行っております。当中間連結会

計期間の研究開発費は20百万円となっており、一部のサイズについては生産技術及び加工方法を確立し需要に応え

ることができました。 

  

 (2) 精機事業 

  当事業においては、油圧制御から電動化へ移行しつつある市場ニ－ズの変化に応えるため高負荷対応の商品開

発をより安価で経済性に優れた加工方法で製品化する研究を進めており、当中間連結会計期間の研究開発費は18

百万円となりました。また、基礎研究としては大学研究室との産学共同研究にて直動軸受の寿命やボ－ルの転が

りの挙動摩擦についての研究を行い、製品の品質改善等の基礎デ－タとして活用致しております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 148,013,500 

計 148,013,500 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 50,568,283 50,568,283 

東京証券取引所 

（市場第１部） 

大阪証券取引所 

（市場第１部） 

完全議決権株

式であり、権

利内容に何ら

限定のない当

社における標

準となる株式 

計 50,568,283 50,568,283 ───   ───  

株主総会の特別決議日（平成14年６月27日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 85（注）１ 85（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 42,500 42,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 746（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～ 

平成19年３月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   746 

資本組入額  373 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権を譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 ─── ───  



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に時価を下回る金額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使によ

る権利者への譲渡を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、又「１株当たり

払込金額」を「１株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

３ ア 新株予約権の割当を受けた者が自己の都合による退任・退職又は解任・解雇により当社又は、当社子会

社の取締役若しくは使用人たる地位を失ったときは、権利を行使することができない。 

イ 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

ウ 新株予約権の権利者が死亡した場合は相続人が行使できる。 

エ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

株主総会の特別決議日（平成15年６月27日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 588（注）１ 568（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 294,000 284,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,422（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～ 

平成20年３月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,422 

資本組入額  711 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権を譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項  ─── ───  

調整後行使価額 ×調整前行使価額 ＝
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に時価を下回る金額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使によ

る権利者への譲渡を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、又「１株当たり

払込金額」を「１株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

３ ア 新株予約権の割当を受けた者が自己の都合による退任・退職又は解任・解雇により当社取締役、監査役

または、当社子会社の取締役もしくは使用人たる地位を失ったときは、権利を行使することができな

い。 

イ 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

ウ 新株予約権の権利者が死亡した場合は相続人が行使できる。 

エ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

株主総会の特別決議日（平成16年６月29日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 951（注）１ 935（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 475,500 467,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,394（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～ 

平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,394 

資本組入額  697 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権を譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項   ───    ───   

調整後行使価額 ×調整前行使価額 ＝
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に時価を下回る金額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使によ

る権利者への譲渡を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、又「１株当たり

払込金額」を「１株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。 

３ ア 新株予約権の割当を受けた者が自己の都合による退任・退職又は解任・解雇により当社及び当社子会社

の取締役、監査役または使用人たる地位を失ったときは、権利を行使することができない。 

イ 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

ウ 新株予約権の権利者が死亡した場合は相続人が行使できる。 

エ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４ 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

株主総会の特別決議日（平成17年６月29日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,027（注）１ 1,027（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 513,500 513,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,463（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～ 

平成23年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,463 

資本組入額 1,232 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権を譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項  ─── ───  

調整後行使価額 ×調整前行使価額 ＝
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減
額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで 
－ 50,568 － 8,443 － 10,845 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 上記の他に、自己株式として1,676,892株（3.32％）保有しております。この所有株式数には、株主名簿上

は株式会社ツバキ・ナカシマ名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株含まれてお

ります。 

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式はいずれも信託業務

に係る株式であります。 

３ 当社は、シュローダー投信投資顧問株式会社から平成18年６月12日付で提出された大量保有報告書（変更報

告書）により、平成18年６月７日現在でシュローダー投信投資顧問株式会社及び共同保有者２社が下表のと

おり株式を所有している旨の報告を受けております。 

なお、当社として当中間期末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含

めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,972 9.83 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 4,419 8.73 

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋２丁目11番２号 3,238 6.40 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,361 4.66 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 

日本生命証券管理部内 
2,159 4.27 

バンク オブ ニューヨーク 

ヨーロッパ リミテッド 

ルクセンブルグ 131800 

（常任代理人株式会社みずほ

コーポレート銀行 

兜町証券決済業務室） 

60 ルート デ トレベス L－2633 

ベリンガーバーグ 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,768 3.49 

株式会社椿本チエイン 大阪市北区中之島３丁目３番３号 1,711 3.38 

ジェーピーエムシービー 

オムニバス ユーエス 

ペンション トリーティージ

ャスデック380052 

（常任代理人株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券

決済業務室） 

270パークアベニュー，ニューヨーク, 

NY10017，Ｕ.Ｓ.Ａ. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,666 3.29 

株式会社ジェイテクト 大阪市中央区南船場３丁目５番８号 1,535 3.03 

近藤 高敏 奈良県大和郡山市 1,340 2.65 

計 － 25,172 49.78 

氏名又は名称 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

シュローダー投信投資顧問株式会社 3,451 6.83 

シュローダー・インベストメント・マネージメント・ 

ノースアメリカ・リミテッド 
1,274 2.52 

シュローダー・インベストメント・マネージメント・ 

リミテッド 
445 0.88 



４ 当社は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成18年２月15日付で提出された大量保有報告

書（変更報告書）により、平成18年１月31日現在で株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び共同保有者３社が下表

のとおり株式を所有している旨の報告を受けております。 

なお、当社として当中間期末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含

めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 

５ 当社は、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニーから平成18年５月15日付で提出された大量保有

報告書（変更報告書）により、平成18年４月30日現在でキャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

及び共同保有者３社が下表のとおり株式を所有している旨の報告を受けております。 

なお、当社として当中間期末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含

めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

株式会社東京三菱ＵＦＪ銀行 2,361 4.67 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,212 2.40 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 34 0.07 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 45 0.09 

氏名又は名称 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー 2,553 5.05 

キャピタル・インターナショナル・インク 251 0.50 

キャピタル・インターナショナル・エス・エイ 44 0.09 

キャピタル・インターナショナル・リミテッド 64 0.13 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,000株（議決権20個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 92株及びツバキ・ナカシマ取引先持株会におい

て株式会社西川精工が所有する相互保有株式 95株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）１ 株主名簿上は、株式会社ツバキ・ナカシマ名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が 

      1,000株（議決権10個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式

等）」欄に含めております。 

２ 株式会社西川精工は、当社の取引先会社で構成されている持株会（ツバキ・ナカシマ取引先持株会 奈良県

葛城市尺土19番地）に加入しており、同持株会名義で当社株式14,600株（議決権146個）を所有しておりま

す。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式   1,676,800 

（相互保有株式） 

普通株式      58,600 

－ 

－ 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  48,778,800 487,788 同上 

単元未満株式 普通株式      54,083 － 
１単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数 50,568,283 － － 

総株主の議決権 － 487,788 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ツバキ・

ナカシマ 

奈良県葛城市尺土

19番地 
1,676,800 － 1,676,800 3.32 

（相互保有株式） 

株式会社西川精工 

奈良県御所市蛇穴

522番地 
44,000 14,600 58,600 0.12 

計 － 1,720,800 14,600 1,735,400 3.43 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 2,380 2,435 2,120 2,055 2,075 1,855 

最低（円） 2,245 1,931 1,784 1,786 1,800 1,585 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人の中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     14,256 15,325   16,405 

２ 受取手形及び売掛
金 

※３    9,018 9,983   9,540 

３ 有価証券     － 1,863   709 

４ たな卸資産     10,254 11,461   10,915 

５ 繰延税金資産     714 754   763 

６ その他     442 377   305 

貸倒引当金     △69 △51   △51 

流動資産合計     34,615 49.7 39,713 52.1   38,587 49.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1,4         

(1）建物及び構築物   5,202   5,297 5,331   

(2）機械装置及び運
搬具 

  6,041   6,607 6,248   

(3）土地   3,394   3,418 3,414   

(4）その他   634 15,272 599 15,922 565 15,560 

２ 無形固定資産     182 221   178 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※５ 18,827   19,600 22,507   

(2）繰延税金資産   162   204 179   

(3）その他   559   555 1,226   

貸倒引当金   △35 19,513 △35 20,325 △35 23,876 

固定資産合計     34,969 50.3 36,468 47.9   39,615 50.7 

資産合計     69,585 100.0 76,182 100.0   78,203 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

    1,063 1,487   1,339 

２ 未払法人税等     1,283 1,114   1,625 

３ 賞与引当金     286 317   338 

４ その他     1,074 1,118   1,068 

流動負債合計     3,708 5.3 4,038 5.3   4,372 5.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債     4,248 5,352   6,511 

２ 退職給付引当金     347 449   390 

３ 役員退職引当金     1,245 1,262   1,271 

４ その他     456 437   453 

固定負債合計     6,298 9.1 7,502 9.8   8,626 11.0 

負債合計     10,006 14.4 11,541 15.1   12,998 16.6 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     8,443 12.1 － －   8,443 10.8 

Ⅱ 資本剰余金     10,845 15.6 － －   10,896 13.9 

Ⅲ 利益剰余金     37,128 53.4 － －   38,484 49.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    6,609 9.5 － －   10,102 12.9 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,298 △1.9 － －   △943 △1.2 

Ⅵ 自己株式     △2,149 △3.1 － －   △1,779 △2.2 

資本合計     59,578 85.6 － －   65,204 83.4 

負債・資本合計     69,585 100.0 － －   78,203 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  8,443 11.1  － － 

２ 資本剰余金    － －  10,918 14.3  － － 

３ 利益剰余金    － －  39,381 51.7  － － 

４ 自己株式    － －  △1,716 △2.2  － － 

株主資本合計    － －  57,027 74.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評
価差額金 

   － －  8,344 11.0  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  0 0.0  － － 

３ 為替換算調整勘定    － －  △731 △1.0  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  7,613 10.0  － － 

純資産合計    － －  64,640 84.9  － － 

負債純資産合計    － －  76,182 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     16,020 100.0 16,197 100.0   32,363 100.0 

Ⅱ 売上原価     11,367 71.0 11,869 73.3   22,895 70.7 

売上総利益     4,652 29.0 4,327 26.7   9,468 29.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

          

１ 発送配達費   264   295 560   

２ 役員報酬   188   194 383   

３ 従業員給料賞与   358   419 801   

４ 退職給付費用   20   22 34   

５ 役員退職引当金繰
入額 

  27   28 54   

６ 減価償却費   16   7 33   

７ 支払手数料   174   96 200   

８ その他   452 1,503 9.3 466 1,531 9.4 982 3,050 9.5 

営業利益     3,148 19.7 2,796 17.3   6,417 19.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   55   99 134   

２ 受取配当金   77   118 106   

３ 為替差益   46   － 118   

４ 持分法による投資
利益 

  3   10 11   

５ その他   41 224 1.4 45 273 1.7 76 447 1.4 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   0   2 0   

２ 売上割引   7   8 16   

３ 手形売却損   1   2 2   

４ 為替差損   －   2 －   

５ 過年度仕入修正損   －   14 －   

６ その他   0 10 0.1 0 30 0.2 0 19 0.0 

経常利益     3,362 21.0 3,039 18.8   6,846 21.2 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※１ 0   － 0   

２ 貸倒引当金戻入益   0 1 0.0 － － － － 0 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損 ※２ 11     1 22     

２ 工場閉鎖費用 ※３ － 11 0.1 131 133 0.9 － 22 0.1 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    3,352 20.9 2,906 17.9   6,825 21.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

※４ 1,354   1,044 2,861   

法人税等調整額 ※４ △31 1,323 8.2 △12 1,032 6.3 △142 2,719 8.4 

中間(当期)純利益     2,028 12.7 1,874 11.6   4,106 12.7 

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     10,845 10,845 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益   － － 51 51 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    10,845 10,896 

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     35,831 35,831 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   2,028 2,028 4,106 4,106 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   726 1,452 

２ 自己株式処分差損   5 731 － 1,452 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    37,128 38,484 

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

8,443 10,896 38,484 △1,779 56,045 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △976   △976 

 中間純利益     1,874   1,874 

 自己株式の取得       △1 △1 

 自己株式の処分   21   64 86 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

－ 21 897 62 981 

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

8,443 10,918 39,381 △1,716 57,027 

 評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

平成18年３月31日 残高 
        （百万円） 

10,102 － △943

中間連結会計期間中の変動額       

 剰余金の配当（注）     

 中間純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分     

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△1,757 0 212

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

△1,757 0 212

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

8,344 0 △731



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益 

  3,352 2,906 6,825 

２ 減価償却費   772 825 1,599 

３ 貸倒引当金の増減額   41 △0 22

４ 賞与引当金の増減額   △15 △20 36

５ 退職給付引当金の増
加額 

  65 59 108 

６ 役員退職引当金の増
減額 

  27 △8 53 

７ 受取利息及び受取配
当金 

  △133 △218 △241 

８ 支払利息   0 2 0 

９ 持分法による投資利
益 

  △3 △10 △11 

10 固定資産売却益   △0 － △0 

11 固定資産処分損   11 1 22 

12 売上債権の増減額   169 △121 △257

13 たな卸資産の増加額   △86 △335 △568 

14 仕入債務の減少額   △433 △462 △185

15 未払消費税等の増減
額 

  2 △36 △13

16 その他   △348 13 △210

小計   3,421 2,594 7,177 

17 利息及び配当金の受
取額 

  133 211 240 

18 利息の支払額   △0 △2 △0 

19 法人税等の支払額   △1,348 △1,552 △2,506 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  2,205 1,251 4,912 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ ３ヶ月超定期預金設
定による支出 

  － △6,000 －

２ 有価証券の取得によ
る支出 

  － △1,311 △709

３ 有価証券の売却によ
る収入 

  － 169 －

４ 投資有価証券の取得
による支出 

  △1,457 △1 △1,660 

５ 投資有価証券の売却
による収入 

  503 － 2,919 

６ 有形固定資産の取得
による支出 

  △504 △973 △1,426 

７ 有形固定資産の売却
による収入 

  18 11 27 

８ 無形固定資産の取得
による支出 

  △0 △0 △0 

９ 貸付けによる支出   － － △469 

10 非連結子会社への出
資による支出 

  － － △221 

11 その他   2 － 2

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △1,437 △8,106 △1,538 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 自己株式の売却によ
る収入 

  60 86 500 

２ 自己株式取得による
支出 

  △13 △1 △25 

３ 配当金の支払額   △725 △976 △1,451 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △677 △891 △977 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  △76 82 △233 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

  14 △7,664 2,163 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  14,242 16,405 14,242 

Ⅶ 子会社新規連結による
現金及び現金同等物増
加額 

  － 584 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  14,256 9,325 16,405 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社 20社 

椿鋼球㈱ 

椿興産㈱ 

㈱管理事業 

㈱鋼球事業 

㈱ボールネジ 

㈱ボールウェイ 

㈱送風機事業 

㈲フーバー・パーソナル他２社 

TBK HOLDINGS, INC. 

（アメリカ） 

HOOVER PRECISION PRODUCTS,  

INC.        

（アメリカ） 

HPP HOLDINGS, INC. 

（アメリカ） 

TSUBAKI HOOVER MEXICO, S.A. 

DE C.V.   

他２社 （メキシコ） 

HOOVER PRECISION PRODUCTS, 

LLC.        

（アメリカ） 

TSUBAKI－HOOVER HUNGARY LTD. 

（ハンガリー） 

TSUBAKI－HOOVER POLSKA Sp. 

Zo.o.      

（ポーランド） 

椿中島機械（太倉）有限公司 

（中国） 

子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社 21社 

椿鋼球㈱ 

椿興産㈱ 

㈱管理事業 

㈱鋼球事業 

㈱ボールネジ 

㈱ボールウェイ 

㈱送風機事業 

㈲フーバー・パーソナル他２社 

TBK HOLDINGS, INC. 

（アメリカ） 

HOOVER PRECISION PRODUCTS,  

INC.        

（アメリカ） 

HPP HOLDINGS, INC. 

（アメリカ） 

TSUBAKI HOOVER MEXICO, S.A. 

DE C.V.   

他２社 （メキシコ） 

HOOVER PRECISION PRODUCTS, 

LLC.       

（アメリカ） 

TSUBAKI－HOOVER HUNGARY LTD. 

（ハンガリー） 

TSUBAKI－HOOVER POLSKA Sp. 

Zo.o.      

（ポーランド） 

椿中島機械（太倉）有限公司 

（中国） 

  椿中島機械（重慶）有限公司 

（中国） 

  (連結の範囲に含めた理由) 

 椿中島機械（重慶）有限公司

は、重要性が増したため連結

の範囲に含めております。 

なお、重慶鋼球有限責任公司

は当期において椿中島機械

（重慶）有限公司に社名変更

しております。 

連結子会社の数 20社 

椿鋼球㈱ 

椿興産㈱ 

㈱管理事業 

㈱鋼球事業 

㈱ボールネジ 

㈱ボールウェイ 

㈱送風機事業 

㈲フーバー・パーソナル他２社 

TBK HOLDINGS,INC. 

（アメリカ） 

HOOVER PRECISION 

PRODUCTS,INC. 

（アメリカ） 

HPP HOLDINGS,INC. 

（アメリカ） 

TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE 

C.V.     

他２社 （メキシコ） 

HOOVER PRECISION  

PRODUCTS,LLC.   

（アメリカ） 

TSUBAKI－HOOVER HUNGARY LTD. 

（ハンガリー） 

TSUBAKI-HOOVER POLSKA  

Sp.Zo.o.     

（ポーランド） 

椿中島機械（太倉）有限公司 

（中国） 

主要な非連結子会社 

重慶鋼球有限責任公司 

（中国） 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためで

あります。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 

１社 

㈱西川精工 

持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社はありません。 

持分法適用の関連会社数 

同左 

持分法適用の関連会社数 

１社 

㈱西川精工 

持分法を適用していない非連結子

会社 

重慶鋼球有限責任公司（中国） 

(持分法を適用していない理由) 

持分法非適用会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外し

ております。 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３ 連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項 

連結子会社のうちHPP  

MANUFACTURING de MEXICO SA de  

CV、BALMEX OPERATIONS SA de CV、

TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD.、 

TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE C.

V.及び椿中島機械（太倉）有限公司

の中間決算日は、平成17年６月30日

であります。なお、中間連結財務諸

表作成に当たっては、HPP MANUFAC-

TURING de MEXICO SA de CV、 

BALMEX OPERATIONS SA de CV、 

TSUBAKI-HOOVER HUNGARY LTD.、 

TSUBAKI HOOVER MEXICO, S.A.DE C.

V.については、中間連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく中間財務

諸表を使用しております。また、椿

中島機械（太倉）有限公司について

は平成17年６月30日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

平成17年７月１日から中間連結決算

日平成17年９月30日までの期間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

連結子会社のうち 

BALEROS MEXICANOS S.A.de C.V.、 

BALMEX OPERACIONES S.A.de C.V.、

TSUBAKI HOOVER MEXICO,S.A.DE C.

V.、椿中島機械（太倉）有限公司及

び椿中島機械（重慶）有限公司の中

間決算日は、平成18年６月30日であ

ります。 

なお、中間連結財務諸表作成に当た

っては、BALEROS MEXICANOS S.A. 

de C.V.、BALMEX OPERACIONES S.A.

de C.V.、TSUBAKI HOOVER MEXIC0 

S.A.DE C.V.については、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しておりま

す。また、椿中島機械（太倉）有限

公司及び椿中島機械（重慶）有限公

司については平成18年６月30日現在

の中間財務諸表を使用しておりま

す。ただし、平成18年７月１日から

中間連結決算日平成18年９月30日ま

での期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。 

連結子会社のうちBALEROS MEXICA-

NOS S.A.de C.V.、BALMEX OPERAC-

IONES S.A.de C.V.、TSUBAKI HOO-

VER MEXICO,S.A.DE C.V.、 

TSUBAKI－HOOVER HUNGARY LTD.及

び椿中島機械（太倉）有限公司の

決算日は、平成17年12月31日であ

ります。 

なお、連結財務諸表作成に当たっ

ては、BALEROS MEXICANOS S.A.de  

C.V.、BALMEX OPERACIONES S.A.  

de C.V.、TSUBAKI－HOOVER HUNGA-

RY LTD、TSUBAKI HOOVER MEXICO  

S.A.DE C.V.については、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。ま

た、椿中島機械（太倉）有限公司

については平成17年12月31日現在

の財務諸表を使用しております。

ただし、平成18年１月１日から連

結決算日平成18年３月31日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

  

  

  

  

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算出） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算出） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算出） 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  

  

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  

  

③ たな卸資産 

主として個別法及び総平均

法による原価法により評価

しております。 

在外連結子会社は、先入先

出法による低価法により評

価しております。 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

国内会社は、定率法による

減価償却を実施しておりま

す。ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）につい

ては、定額法によっており

ます。なお、耐用年数につ

いては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっ

ております。 

在外連結子会社は、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

６年～50年 

機械装置及び運搬具 

４年～14年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

② 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。ただし、ソフトウエア

（自社利用分）について

は、社内利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

ております。なお、耐用年

数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  

  

  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

提出会社は、債権等の貸倒

れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上

しております。在外連結子

会社は、債権の回収可能性

に応じた貸倒見積額を計上

しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

② 賞与引当金 

提出会社及び国内連結子会

社は、従業員賞与の支給に

備えるため、賞与の支給見

込額のうち中間連結会計期

間に負担すべき額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

提出会社及び国内連結子会

社は、従業員賞与の支給に

備えるため、支給見込額を

計上しております。 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

③ 退職給付引当金 

提出会社及び国内連結子会

社は、従業員の退職給付に

備えるため、中間連結会計

期間末における簡便法によ

る退職給付債務の額に基づ

き計上しております。 

一部の在外連結子会社は、

米国財務会計基準（FASBス

テートメント）No.87（年

金の会計処理）等に基づく

処理方法によっておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

提出会社及び国内連結子会

社は、従業員の退職給付に

備えるため、連結会計年度

末における簡便法による退

職給付債務の額に基づき計

上しております。 

一部の在外連結子会社は、

米国財務会計基準（FASBス

テートメント）No.87（年金

の会計処理）等に基づく処

理方法によっております。 

  

  

④ 役員退職引当金 

提出会社及び国内連結子会

社１社は将来支出の見込ま

れる役員退職金の支給に備

えるため、会社内規に基づ

いて算定される中間期末要

支給額を引当計上しており

ます。 

在外連結子会社は、退職年

金制度を採用しておりま

す。 

④ 役員退職引当金 

同左 

④ 役員退職引当金 

提出会社及び国内連結子会

社１社は将来支出の見込ま

れる役員退職金の支給に備

えるため、会社内規に基づ

いて算定される期末要支給

額を引当計上しておりま

す。 

在外連結子会社は、退職年

金制度を採用しておりま

す。 

  

  

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産、負債、収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における

為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産、負債、収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて

おります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資

産、負債、収益及び費用は、

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

  

  

(5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  

  

  

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

なお、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務等

については振当処理を行っ

ております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

ヘッジ対象 

外貨建債権・債務及び外

貨建予定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

③ ヘッジ方針 

外貨建取引について将来の

為替リスクを回避するた

め、実需原則に基づき為替

予約取引を行っており、投

機目的や１年を超える長期

予約は行っておりません。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の

対応関係を確認することに

より有効性を評価しており

ます。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  

  

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

      ────── 

       

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

           ────── 

  

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は64,640百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

  

            ────── 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「売上割引」は、当中間連

結会計期間より区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」

に含まれている「売上割引」の金額は３百万円です。 

 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「手形売却損」は、当中間

連結会計期間より区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」

に含まれている「手形売却損」の金額は１百万円です。 

           ───── 

  

  

  

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,721百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

33,952百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

33,547百万円 

 ２ 輸出手形割引高 

（信用状なし） 

15百万円 

 ２ 輸出手形割引高 

（信用状なし） 

─百万円 

 ２ 輸出手形割引高 

（信用状なし） 

─百万円 

※３      ─────── ※３ 中間連結会計期間末日満期手形の処理 

   中間連結会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。従って、当中間連結会計期間の期

末日は、金融機関の休日であったた

め、次の当中間連結会計期間末日満期

手形が当中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

  

   受取手形    

277百万円 

※３      ─────── 

※４ 国庫補助金等により取得した有形固定

資産の取得価額から圧縮累計額132百

万円を直接控除しております。 

※４       同左 ※４       同左 

※５ 平成13年８月８日、提出会社において

盗難により紛失した提出会社保有株式

の㈱三井住友銀行株券1,221,000株、

㈱ＵＦＪホールディングス株券2,559

株、㈱三菱東京フィナンシャル・グル

ープ株券35株の３銘柄については公示

催告による株券再発行、裁判勝訴等に

より一部が戻り、裁判係属中であった

㈱三井住友銀行株券900,000株と㈱Ｕ

ＦＪホールディングス株券2,374株の

２銘柄は平成16年４月15日の高松高等

裁判所において勝訴の判決を受け、平

成16年９月30日に上告棄却の決定が下

り勝訴が確定しました。㈱三井住友銀

行株券900,000株は平成17年１月に引

渡しを受けました。㈱ＵＦＪホールデ

ィングス株券2,374株については高知

地方裁判所の執行官により保管されて

いますが、現在返還を得るための裁判

を進めております。 

※５ ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ株券1,471.88株（合併前㈱ＵＦＪホ

ールディングス株券2,374株 中間連

結貸借対照表計上額2,237百万円）

は、高知地方裁判所の執行官により保

管されております。 

※５ 平成13年８月８日、提出会社において

盗難により紛失した提出会社保有株式

につきましては、㈱ＵＦＪホールディ

ングス株券2,374株（現 ㈱三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループ株券

1,471.88株）を除いた全ての株券の返

還を受けております。この㈱ＵＦＪホ

ールディングス株券2,374株につきま

しては、高知地方裁判所の執行官によ

り保管されており、平成17年11月１日

に高知地方裁判所に株券引渡訴訟を提

起しましたが、提出会社の都合により

平成18年４月15日に訴えの取り下げを

行いました。平成21年度の上場株券不

発行の一斉移行時には提出会社の損失

発生の危険性は無くなるものと判断し

ております。 



（中間連結損益計算書関係） 

 (中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株及び持分法適用会社が

取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分０千株であります。 

    2. 普通株式の自己株式の株式数の減少63千株は、単元未満株式の売却による減少０千株及びストックオプション

の権利行使による減少63千株であります。 

  

 ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※１              ───── ※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

機械装置売却益 0百万円  機械装置売却益 0百万円

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

機械装置除却損 7百万円

工具器具備品除却損 3百万円

構築物等除却損 0百万円

機械装置除却損 0百万円

工具器具備品除却損 0百万円

建物等除却損 0百万円

機械装置除却損 10百万円

建物除却損 7百万円

工具器具備品除却損 3百万円

その他 1百万円

※３     ───── ※３ 在外連結子会社HOOVER PRECISIONPR- 

ODUCTS,INC.イーストグランビー工場

の閉鎖に伴う費用であり、その内訳は

次のとおりであります。  

※３     ───── 

 設備移設費 58百万円

退職金他 45百万円

その他 27百万円

 

※４ 中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予定

している利益処分による圧縮積立金及

び特別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

※４ 中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予定

している圧縮積立金及び特別償却準備

金の取崩しを前提として、当中間連結

会計期間に係る金額を計算しておりま

す。 

※４     ───── 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式  50,568 － － 50,568 

合計 50,568 － － 50,568 

 自己株式         

   普通株式 （注） 1,758 0 63 1,695 

合計 1,758 0 63 1,695 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 976 20.0  平成18年３月31日  平成18年６月29日



 （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月20日 

取締役会 
普通株式 977 利益剰余金 20.0  平成18年９月30日  平成18年12月８日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日） 

現金及び預金 14,256百万円

現金及び現金同等物 14,256百万円

現金及び預金 15,325百万円

預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金 
△6,000百万円

現金及び現金同等物 9,325百万円

現金及び預金 16,405百万円

現金及び現金同等物 16,405百万円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

    

その他 

（工具器具備品） 

（百万円） 

取得価額

相当額 
  27 

減価償却

累計額相

当額 

  13 

中間期末

残高相当

額 

  13 

   

その他 

（工具器具備品） 

（百万円） 

取得価額

相当額 
 25 

減価償却

累計額相

当額 

 17 

中間期末

残高相当

額 

 8 

   

  

 工具器具備品 

(百万円) 

取得価額

相当額 
 25 

減価償却

累計額相

当額 

 14 

期末残高

相当額 
 11 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 4百万円

１年超 8百万円

合計 13百万円

１年以内 4百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円

１年以内 4百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円

（注） なお、取得価額相当額及び未経過リ

ース料中間期末残高相当額は、未経

過リース料中間期末残高が連結会社

の有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、「支払利子

込み法」によっております。 

（注）      同左 （注） なお、取得価額相当額及び未経過リ

ース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」によっておりま

す。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 4,667 15,722 11,055 

(2）債券       

国債・地方債等 1,527 1,527 － 

社債 1,000 911 △88 

その他 － － － 

(3）その他 17 29 11 

合計 7,212 18,191 10,979 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 629 

(2）子会社株式及び関連会社株式 6 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 4,662 18,618 13,955 

(2）債券       

国債・地方債等 1,863 1,863 － 

社債 1,000 890 △109 

その他 － － － 

(3）その他 16 32 16 

合計 7,542 21,405 13,862 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 34 

(2）子会社株式及び関連会社株式 24 



前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、開示の対象がありません。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、開示の対象がありません。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、開示の対象がありません。 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 4,660 21,555 16,895 

(2）債券       

国債・地方債等 709 709 － 

社債 1,000 867 △132 

その他 － － － 

(3）その他 16 34 18 

合計 6,386 23,167 16,781 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 34 

(2）子会社株式及び関連会社株式 14 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品、事業の内容 

鋼球事業……ベアリング用鋼球、自転車用鋼球、その他各種鋼球 

精機事業……直動案内機器 

送風機及び機械事業……送風機、一般産業機械 

賃貸事業他……不動産の賃貸、投資運用及び業務支援他 

３ 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額は264百万円、278百万円及び559百万円であり、その主なものは、提出会

社の総務部門・経理部門に係る費用であります。 

  
鋼球事業 
（百万円） 

精機事業 
（百万円）

送風機及
び機械事
業 
（百万円）

賃貸事業他
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
11,941 3,246 483 348 16,020 － 16,020 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2 － 38 27 68 (68) － 

計 11,944 3,246 522 375 16,089 (68) 16,020 

営業費用 9,717 2,342 416 203 12,680 191 12,871 

営業利益 2,227 904 105 171 3,408 (260) 3,148 

  
鋼球事業 
（百万円） 

精機事業 
（百万円）

送風機及
び機械事
業 
（百万円）

賃貸事業他
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
11,858 3,489 499 349 16,197 － 16,197 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
8 － 104 31 144 (144) － 

計 11,866 3,489 603 381 16,341 (144) 16,197 

営業費用 9,988 2,633 483 143 13,248 152 13,400 

営業利益 1,878 856 119 238 3,093 (296) 2,796 

  
鋼球事業 
（百万円） 

精機事業 
（百万円）

送風機及
び機械事
業 
（百万円）

賃貸事業他
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
24,131 6,618 924 688 32,363 ― 32,363 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
13 － 138 57 209 (209) ― 

計 24,145 6,618 1,062 746 32,573 (209) 32,363 

営業費用 19,534 4,860 850 345 25,590 355 25,946 

営業利益 4,610 1,758 212 401 6,983 (565) 6,417 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

  

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

  

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北中米……アメリカ、メキシコ 欧州……ポーランド、ハンガリー その他……中国 

３ 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額は264百万円、278百万円及び559百万円であり、その主なものは、提出会

社の総務部門・経理部門に係る費用であります。 

  
本国 

（百万円） 
北中米 
（百万円）

欧州 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
9,907 4,144 1,778 189 16,020 － 16,020 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
284 90 147 125 648 (648) － 

計 10,191 4,234 1,926 315 16,668 (648) 16,020 

営業費用 7,096 3,953 1,893 305 13,248 (377) 12,871 

営業利益 3,095 281 32 10 3,419 (271) 3,148 

  
本国 

（百万円） 
北中米 
（百万円）

欧州 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
9,740 3,898 1,844 712 16,197 － 16,197 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
550 111 95 109 867 (867) － 

計 10,291 4,010 1,940 822 17,064 (867) 16,197 

営業費用 7,501 3,779 1,910 755 13,946 (546) 13,400 

営業利益 2,789 230 30 66 3,117 (320) 2,796 

  
本国 

（百万円） 
北中米 
（百万円）

欧州 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
19,851 8,660 3,472 380 32,363 － 32,363 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
805 200 309 501 1,816 (1,816) － 

計 20,656 8,860 3,781 881 34,180 (1,816) 32,363 

営業費用 14,633 7,959 3,726 835 27,153 (1,207) 25,946 

営業利益 6,023 901 55 46 7,026 (608) 6,417 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州……ドイツ、イタリア、スイス 

(2）アジア……韓国、中国、台湾 

(3）北中米……アメリカ、カナダ、メキシコ 

(4）その他の地域……オーストラリア、ブラジル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  欧州 アジア 北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,257 1,143 3,607 50 7,058 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         16,020 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
14.1 7.2 22.5 0.3 44.1 

  欧州 アジア 北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,245 1,952 3,515 11 7,725 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         16,197 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
13.9 12.0 21.7 0.1 47.7 

  欧州 アジア 北中米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,979 2,402 8,037 287 14,706 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         32,363 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
12.3 7.4 24.8 0.9 45.4 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,229円98銭

１株当たり中間純利益 41円92銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
41円81銭

１株当たり純資産額 1,322円64銭

１株当たり中間純利益 38円37銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
38円16銭

１株当たり純資産額 1,335円89銭

１株当たり当期純利益 84円60銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
84円10銭

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 2,028 1,874 4,106 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
2,028 1,874 4,106 

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,406 48,838 48,537 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 118 272 284 

（うち旧商法210条ノ２に基づく自己株

式取得方式によるストック・オプショ

ン（千株）） 

(42) （－） (40) 

（うち新株予約権（千株）） (75) （272） (243) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（潜

在株式の数508,500

株）。 

新株予約権１種類（潜

在株式の数513,500   

株）。 

新株予約権１種類（潜

在株式の数514,500

株）。これらの詳細

は、第４．提出会社の

状況、１．株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況及び(7）ストッ

クオプション制度の内

容に記載のとおりであ

ります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     10,943 10,064   11,034 

２ 受取手形 ※３    1,908 2,164   1,801 

３ 売掛金     5,506 5,973   5,504 

４ たな卸資産     5,198 5,458   5,301 

５ 繰延税金資産     94 124   122 

６ その他     318 299   259 

貸倒引当金     － △1   △1 

流動資産合計     23,969 41.0 24,084 38.2   24,021 36.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1,4         

(1）建物     2,603 2,575   2,603 

(2）機械及び装置     2,394 2,872   2,560 

(3）土地     2,714 2,714
  

  2,714 

(4）その他     366 435   459 

有形固定資産合計     8,079 8,598   8,339 

２ 無形固定資産     8 7   7 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※５   25,362 29,326   32,213 

(2）その他     1,098 1,097   1,102 

貸倒引当金     △35 △35   △35 

投資その他の資産
合計 

    26,425 30,388   33,280 

固定資産合計     34,513 59.0 38,993 61.8   41,627 63.4 

資産合計     58,482 100.0 63,078 100.0   65,648 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     1,036 1,216   1,067 

２ 未払法人税等     1,127 959   1,328 

３ その他     750 714   719 

流動負債合計     2,914 5.0 2,890 4.5   3,115 4.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期預り保証金     456 437   453 

２ 繰延税金負債     3,918 5,055   6,215 

３ 役員退職引当金     1,215 1,230   1,240 

４ 退職給付引当金     0 2   1 

固定負債合計     5,592 9.5 6,726 10.7   7,911 12.1 

負債合計     8,506 14.5 9,616 15.2   11,026 16.8 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     8,443 14.4 ― ―   8,443 12.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     10,845 ―   10,845 

２ その他資本剰余金     ― ―   51 

資本剰余金合計     10,845 18.6 ― ―   10,896 16.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     1,533 ―   1,533 

２ 任意積立金     17,272 ―   17,272 

３ 中間（当期）未処
分利益 

    7,407 ―   8,138 

利益剰余金合計     26,212 44.8 ― ―   26,943 41.0 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    6,607 11.3 ― ―   10,099 15.4 

Ⅴ 自己株式     △2,132 △3.6 ― ―   △1,762 △2.7 

資本合計     49,976 85.5 ― ―   54,621 83.2 

負債・資本合計     58,482 100.0 ― ―   65,648 100.0 

            



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  8,443 13.4  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   10,845   －   

(2）その他資本剰余金   －   73   －   

資本剰余金合計    － －  10,918 17.3  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   1,533   －   

(2）その他利益剰余金               

配当積立金   －   1,000   －   

圧縮記帳積立金   －   264   －   

特別償却準備金    －   0   －   

別途積立金    －   16,000   －   

繰越利益剰余金   －   8,658   －   

利益剰余金合計    － －  27,456 43.5  － － 

４ 自己株式    － －  △1,699 △2.7  － － 

株主資本合計    － －  45,119 71.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評価
差額金 

   － －  8,342 13.3  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  0 0.0  － － 

評価・換算差額等合計    － －  8,342 13.3  － － 

純資産合計    － －  53,461 84.8  － － 

負債純資産合計    － －  63,078 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     10,327 100.0 10,421 100.0   20,935 100.0 

Ⅱ 売上原価     6,975 67.5 7,268 69.8   14,348 68.5 

売上総利益     3,352 32.5 3,152 30.2   6,586 31.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    815 7.9 886 8.5   1,691 8.1 

営業利益     2,536 24.6 2,265 21.7   4,895 23.4 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息     9 15   28 

２ 受取配当金     77 118   106 

３ 為替差益     48 13   87 

４ その他     33 32   62 

営業外収益計     168 1.6 179 1.7   284 1.3 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息     － 0   0 

２ 売上割引     7 8   16 

３ 手形売却損     1 2   2 

４ 過年度仕入修正損     － 14   － 

５ その他     0 0   0 

営業外費用計     9 0.1 25 0.2   19 0.1 

経常利益     2,695 26.1 2,419 23.2   5,160 24.6 

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻入益     0 －   － 

特別利益計     0 0.0 － －   － － 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損 ※１   11 1   21 

特別損失計     11 0.1 1 0.0   21 0.1 

税引前中間（当
期）純利益 

    2,684 26.0 2,417 23.2   5,138 24.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

※２   1,077 10.4 929 8.9   2,118 10.1

法人税等調整額 ※２   △10 △0.1 △0 △0.0   △50 △0.3

中間(当期)純利益     1,618 15.7 1,489 14.3   3,070 14.7 

前期繰越利益     5,794 －   5,794 

自己株式処分差損     5 －   － 

中間配当額     － －   726 

中間（当期）未処
分利益 

    7,407 －   8,138 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

   当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

配当 

積立金 

圧縮記帳

積立金 

特別償却

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
8,443 10,845 51 1,533 1,000 271 0 16,000 8,138 △1,762 44,521 

中間会計期間中の変動額            

 圧縮記帳積立金の取崩し(注)           △7     7   － 

 特別償却準備金の取崩し(注)             △0   0   － 

剰余金の配当（注）                 △976   △976 

中間純利益                 1,489   1,489 

自己株式の取得                   △1 △1 

自己株式の処分     21             64 86 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額) 
                      

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 21 － － △7 △0 － 520 63 597 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
8,443 10,845 73 1,533 1,000 264 0 16,000 8,658 △1,699 45,119 

 

評価・換算差額等 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益  

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
10,099 － 

中間会計期間中の変動額   

圧縮記帳積立金の取崩し(注)     

特別償却準備金の取崩し(注)     

剰余金の配当（注）      

中間純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分     

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△1,757 0 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,757 0 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
8,342 0 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

  

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算出） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算出） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算出） 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  

  

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  

  

  

  

(3）たな卸資産 

仕入製品・製品・仕掛品 

…総平均法による原価法

（鋼球） 

個別法による原価法

（精機部品、送風機及

び機械） 

(3）たな卸資産 

同左 

  

  

(3）たな卸資産 

同左 

  

  

  

  

原材料、貯蔵品 

…総平均法による原価法 

  

  

  

  

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産…定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額

法によっております。なお、

耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基

準によっており、主な耐用年

数は以下のとおりでありま

す。 

建物      15年～50年 

機械及び装置  10年～14年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産…定額法 

ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。  

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

(2) 無形固定資産 

 同左 

(2) 無形固定資産 

 同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

債権等の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込み額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、中間期末における簡便法

による退職給付債務の額に基

づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、期末における簡便法によ

る退職給付債務の額に基づき

計上しております。 

  

  

(4）役員退職引当金 

将来支出の見込まれる役員退

職金の支給に備えるため、会

社内規に基づいて算定される

中間期末要支給額を引当計上

しております。 

(4）役員退職引当金 

同左 

(4）役員退職引当金 

将来支出の見込まれる役員退

職金の支給に備えるため、会

社内規に基づいて算定される

期末要支給額を引当計上して

おります 

４ 外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間期末

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 

  

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

なお、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務につい

ては振当処理を行っておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

ヘッジ対象 

外貨建債権・債務及び外貨

建予定取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



会計処理の変更 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

(3）ヘッジ方針 

当社は、外貨建取引について

将来の為替リスクを回避する

ため、実需原則に基づき為替

予約取引を行っており、投機

目的や１年を超える長期予約

は行っておりません。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  

  

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の対

応関係を確認することによ

り、有効性を評価しておりま

す。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。なお、「仮払消費税等」

及び「仮受消費税等」は相殺の

うえ、流動負債「その他」に含

めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

       ───── 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

            ───── 

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は53,461百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

              ───── 

  

  



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間損益計算書） 

 前中間会計期間において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「売上割引」は、当中間会計期

間より区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の営業外費用の「その他」に含

まれている「売上割引」の金額は３百万円です。 

 前中間会計期間において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「手形売却損」は、当中間会計

期間より区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の営業外費用の「その他」に含

まれている「手形売却損」の金額は１百万円です。 

           ───── 

  

  

  

  

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産       

減価償却累計額 23,724百万円 24,050百万円 23,917百万円 

 ２ 輸出手形割引高 

（信用状なし） 

15百万円 ───── ───── 

※３ 中間会計期間末日満期

手形の処理 

  

───── 中間会計期間末日満期手形は、手

形交換日をもって決済処理してお

ります。従って、当中間会計期間

の期末日は、金融機関の休日であ

ったため、次の当中間会計期間末

日満期手形が当中間会計期間末残

高に含まれております。 

  

   受取手形    

277百万円 

───── 

※４ 国庫補助金等により取得した有形

固定資産の取得価額から圧縮累計

額132百万円を直接控除しており

ます。 

同左 同左 

※５ 平成13年８月８日、当社において

盗難により紛失した当社保有株式

の㈱三井住友銀行株券1,221,000

株、㈱ＵＦＪホールディングス株

券2,559株、㈱三菱東京フィナン

シャル・グループ株券35株の３銘

柄については公示催告による株券

再発行、裁判勝訴等により一部が

戻り、裁判係属中であった㈱三井

住友銀行株券900,000株と㈱ＵＦ

Ｊホールディングス株券2,374株

の２銘柄は平成16年４月15日の高

松高等裁判所において勝訴の判決

を受け、平成16年９月30日に上告

棄却の決定が下り勝訴が確定しま

した。㈱三井住友銀行株券

900,000株は平成17年１月に引渡

しを受けました。㈱ＵＦＪホール

ディングス株券2,374株について

は高知地方裁判所の執行官により

保管されていますが、現在返還を

得るための裁判を進めておりま

す。 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ株券1,471.88株（合併前㈱

ＵＦＪホールディングス株券

2,374株 中間貸借対照表計上額

2,237百万円）は、高知地方裁判

所の執行官により保管されており

ます。 

平成13年８月８日、当社において

盗難により紛失した当社保有株式

につきましては、㈱ＵＦＪホール

ディングス株券2,374株（現 ㈱三

菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ株券1,471.88株）を除いた全て

の株券の返還を受けております。

この㈱ＵＦＪホールディングス株

券2,374株につきましては、高知地

方裁判所の執行官により保管され

ており、平成17年11月１日に高知

地方裁判所に株券引渡訴訟を提起

しましたが、当社の都合により平

成18年４月15日に訴えの取り下げ

を行いました。平成21年度の上場

株券不発行の一斉移行時には当社

の損失発生の危険性は無くなるも

のと判断しております。 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    2. 普通株式の自己株式の株式数の減少63千株は、単元未満株式の売却による減少０千株及びストックオプション

の権利行使による減少63千株であります。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 固定資産処分損 固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。 

固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。 

固定資産処分損の内訳は、次のと

おりであります。 

  機械装置除却損 7百万円

工具器具備品除

却損 
3百万円

構築物等除却損 0百万円

機械装置除却損 0百万円

工具器具備品除

却損 
0百万円

建物等除却損 0百万円

機械装置除却損 9百万円

建物除却損 7百万円

工具器具備品除

却損 
3百万円

その他 1百万円

※２ 中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において

予定している利益処分による圧縮

積立金及び特別償却準備金の取崩

しを前提として、当中間会計期間

に係る金額を計算しております。 

中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において

予定している圧縮積立金及び特別

償却準備金の取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

───── 

 ３ 減価償却実施額       

有形固定資産 329百万円 380百万円 690百万円 

無形固定資産 0百万円 0百万円 1百万円 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注） 1,738 0 63 1,675 

     合計 1,738 0 63 1,675 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

   

その他 

（工具器具備品） 

（百万円） 

取得価額

相当額 
 27 

減価償却

累計額相

当額 

 13 

中間期末

残高相当

額 

 13 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

   

その他 

（工具器具備品） 

（百万円） 

取得価額

相当額 
 25 

減価償却

累計額相

当額 

 17 

中間期末

残高相当

額 

 8 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

    

  

 工具器具備品 

(百万円) 

取得価額

相当額 
  25 

減価償却

累計額相

当額 

  14 

期末残高

相当額 
  11 

  ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

  １年以内 4百万円

１年超 8百万円

合計 13百万円

１年以内 4百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円

１年以内 4百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円

  （注） なお、取得価額相当額及

び未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過

リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み

法」によっております。 

（注）    同左 （注） なお、取得価額相当額及

び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支

払利子込み法」によって

おります。 

  ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

  支払リース料 2百万円

減価償却費相当

額 
2百万円

支払リース料 2百万円

減価償却費相当

額 
2百万円

支払リース料 5百万円

減価償却費相当

額 
5百万円

  

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法

によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,031円32銭

１株当たり中間純利益 33円42銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
33円34銭

１株当たり純資産額 1,093円46銭

１株当たり中間純利益 30円49銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
30円32銭

１株当たり純資産額 1,118円63銭

１株当たり当期純利益 63円24銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
62円87銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 1,618 1,489 3,070 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,618 1,489 3,070 

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,426 48,858 48,557 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 118 272 284 

（うち旧商法210条ノ２に基づく自己株

式取得方式によるストック・オプショ

ン（千株）） 

(42) （－） (40) 

（うち新株予約権（千株）） (75) （272） (243) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（潜

在株式の数508,500

株）。 

新株予約権１種類（潜

在株式の数513,500  

 株）。 

新株予約権１種類（潜

在株式の数514,500

株）。これらの詳細

は、第４．提出会社の

状況、１．株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況及び(7）ストッ

クオプション制度の内

容に記載のとおりであ

ります。 



(2）【その他】 

（中間配当） 

 平成18年11月20日開催の取締役会において、第105期の中間配当を行うことを決議致しました。 

中間配当の総額                    977百万円 

中間配当金の１株当たり金額                20円 

支払請求権の効力発生日並びに支払開始日    平成18年12月８日 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

１． 

  

  

臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時

報告書であります。 

  
平成18年６月26日 

関東財務局長に提出。 

  

２． 

  

有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第104期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
  

平成18年６月30日 

関東財務局長に提出。 

 

３． 

  

有価証券報告書 

の訂正報告書 

事業年度 

（第104期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
  

平成18年７月18日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  平成17年12月22日  

株式会社ツバキ・ナカシマ    

 取締役社長 近藤 高規 殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 米林 彰   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小寺 庸   ㊞ 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツバキ・ナカシマの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ツバキ・ナカシマ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  平成18年12月22日  

株式会社ツバキ・ナカシマ    

 取締役社長 近藤 高規 殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 米林 彰   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小寺 庸   ㊞ 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツバキ・ナカシマの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ツバキ・ナカシマ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  平成17年12月22日  

株式会社ツバキ・ナカシマ    

 取締役社長 近藤 高規 殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 米林 彰   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小寺 庸   ㊞ 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツバキ・ナカシマの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第104期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ツバキ・ナカシマの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  平成18年12月22日  

株式会社ツバキ・ナカシマ    

 取締役社長 近藤 高規 殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 米林 彰   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小寺 庸   ㊞ 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ツバキ・ナカシマの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第105期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ツバキ・ナカシマの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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